
  
加古川市立加古川図書館の移転に伴う臨時休館について    

１ 趣旨 

令和３年１０月に加古川市立加古川図書館をカピル２１ビル６階に移転、開

館するのに伴い、ＩＣタグ装着、図書資料及び備品の移送、図書館システムの

移設及び引継研修等、移転にかかる準備作業のため必要な期間を臨時休館する。 

 

２ 期間 

  令和３年６月２４日（木）から開館日（10月上旬予定）の前日まで 

 

３ そ の 他 
（１）利用者への周知は、広報かこがわ、市及び図書館ホームページ、館内掲  

示等で行う。 
（２）休館中は、加古川図書館窓口での貸出及び予約の受付業務は行わず、返

却ポスト及び他館から回送された返却本の受付業務を行う。  

令 和 ３ 年 ４ 月 １ ９ 日 
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